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質疑・質問

児玉康比古 議員
（一問一答方式）
①ダム放流について
②コミュニティセンターに
　ついて

避難すべき水位の見直しについて

問 	 肱川のはん濫危険水位の見直しが行われたが、
どのような専門的知見の方々で審議されたのか、ま
た、避難情報の発令は自治会単位とするべきではな
いか。
答 	 洪水予報河川、水位周知河川については、国の
ガイドラインにおいて、避難判断水位を高齢者等避
難、氾濫危険水位を避難指示発令基準の基本とする
こととされていることから、市においても同様に設
定したものです。
　国管理区間と県管理区間のいずれも専門の技術者
が堤防の高さや水位上昇速度、リードタイム等から
導いた避難判断水位と氾濫危険水位を決定されてお
り、国のガイドラインに基づいた水位について大洲
市防災会議で審議を行い、避難情報発令基準を設定
したものです。
　避難情報の発令における地区の単位の表記につい
ては、今後自治会単位で表記するなど住民の皆様が
分かりやすく受け止められるよう、改善を図ってい
きたいと考えています。

施設利用予約システムについて

問 	 導入を予定しているシステムについて、市外在
住者も施設の予約が可能なのか、利用については団
体登録が必要になるのか、施設の予約はどれくらい
前から行えるのかについて伺いたい。
答 	 コミュニティセンターや小学校の体育館などの
各施設については、大洲市民以外の利用も認められ
ているため、大洲市民以外も予約が可能となりま
す。ただし、学校行事、地域活動などの定期的利用
に関しては、今まで同様優先的な利用ができるよう
に施設管理者等で配慮します。
　また、団体登録は事前にどのような地域活動や社

会教育活動を行うかなどを記載し、減免登録の申請
を行うものですが、使用料の算定に影響するため、
今後も同様な登録手続を継続します。
　次に、施設の予約開始時期については、特に小中
学校の体育館やグラウンドは学校行事との調整が必
要であることから、現在の運用を変更するか否かに
ついて、施設担当課の意見も聞きながら検討したい
と考えています。
　なお、コミュニティセンターでは、事前登録して
いる団体、いわゆる減免団体は年間を通しての予約
が可能となっており、また、地区外の団体、地域づ
くり団体等は３か月前、一般利用は２か月前からと
していますが、具体的な運用については、地域の方
で判断をお願いしています。

地域づくり事業の選考方法について

問 	 今年度より創設された大洲市地域づくり事業補
助金について、どのような方法で選考を行うのか伺
いたい。
答 	 地域自治組織再編に当たり、新たな補助制度と
して創設した大洲市地域づくり事業補助金制度につ
いては、補助対象団体を自治会に特化するため、識
見者などの外部委員を委嘱する審査委員会を設置す
るのではなく、市内部において審査することとして
います。
　このたびの補助制度の新設に当たり、申請内容等
が地域の課題を解決するためには、自治会と地域づ
くり団体等が連携し、地域が一体となって地域資源
や観光資源等を活用した魅力ある地域づくり事業に
取り組むことが重要であると考えています。そのこ
とを踏まえ、補助対象団体を自治会に特化し、これ
までの補助要件に柔軟性を持たせることにより自治
会がより活用しやすくなるとともに、申請書類につ
いても簡素化することにより自治会の負担軽減を図
ることを目的に制度を新設したものです。そして、
特に短期間で実施可能な事業の場合に自治会の機動
性が保たれるよう、内部審査により決定までの期間
を短縮し、補助金を交付することができる仕組みと
しています。


